
 　                                 　

   　                                 

　　                                     

１．営業概要

　　（１）営業名

　　（２）営業内容

　　（３）営業期間

２．売店の営業対象施設

３．公募参加資格

公　　　示

令和８年１月１３日

所 在 地 〒１４４－００４１　東京都大田区羽田空港３－３－１

　　次のとおり売店の営業を希望する者を公募します。

  航空局支部長　宮澤　康一

    国土交通省共済組合

　　　　　ただし、必要に応じて一度に限り５年を超えない範囲で更新することができる。

　　　　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

　　　　東京航空局東京空港事務所庁舎内に売店を営業し、食料品等の販売を行う。

　　　　東京航空局東京空港事務所庁舎内における売店の営業

　　東京航空局東京空港事務所第１庁舎 ２Ｆ

　　　　に関する法律（令和３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。　　　　　

　　（６）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

　　　　法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

　　（２）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当していない者であるこ

　　（１）良質な商品及び優良なサービスを提供できる能力と実績を有すること。

　　　　いない者又は申立をされていない者であること。

　　　　　また民事再生法（令和１１年法律第２２５号）に基づく再生手続の申立をして

　　　　いない者又は申立をされていない者であること。

　　（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立をして

　　　　と。

　　　　業務の履行が確保される者であること。

　　（５）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な

　　（４）国税及び地方税を完納していること。

　　　　している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等

　　　　う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与

（公印省略）



４.　応募申込手続き

　　（１）担当部局

　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　　

　　（２）募集要項の交付期間、場所及び方法

　　（３）説明会の日時、場所

　　（４）応募申込書の提出期限、場所及び方法

　　（２）（１）の質問に対する回答書は、閲覧に供するものとする。

　　　　①閲覧期間：令和８年１月３０日から令和８年２月５日

　　　　②閲覧場所：４.（１）に同じ。

６．営業事業者の決定方法

　　　営業提案書の内容及び経営実績等を総合的に審査の上、営業事業者を決定する。

　　　　①受領期間：令和８年１月１３日から令和８年１月２３日

　　　　　　　　　　持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝祭日を除く午前

　　　　　　　　　　９時から午後４時までの間。

　　　　②提出場所：４.（１）に同じ。

　　　　③提出方法：書面により提出するものとする。

　　　　るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して　　　

　　（８）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

　　　　ではないこと。

　　（10）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

　　　　などしている者ではないこと。　　　　　　

　　（９）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

　　　　いる者ではないこと。

　　　　同じ。）でないこと。

　　　　以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下　　

　　　　　を除く午前９時から午後４時までの間に上記（１）において書面により交付する。

　　　　　　令和８年１月１３日から令和８年１月２７日までの土曜日、日曜日及び祝祭日

　　　　ないこと。

〒１４４－００４１　東京都大田区羽田空港３－３－１

ＦＡＸ：０３－５７５６－１５１１

電  話：０３－５７５７－３０００（内線３０３７）

国土交通省東京航空局東京空港事務所　総務課

　　　　に参加しようとする者でないこと。　　　　　

　　（11）暴力団又は暴力団員及び（７）から（10）までに定める者の依頼を受けて公募

　　　　損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者では

　　（７）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に

　　　　　　開催しない。

　　　　　くように留意すること。

　　　　　期間内に到着しなかった場合は不受理とするので、郵送にあたっては確実に届

　　　　　やかに発送日及び到着予定日を提出場所の担当者に連絡すること。なお、受付

　　　　　　なお、郵送による提出者は、提出書類の写しを保管するとともに、発送後速

　　　　　　令和８年１月２７日午後４時までに上記（１）に持参又は郵送で提出すること。

５.　質問受付

　　（１）この募集要項に対する質問がある場合には、次により提出すること。



７．その他

　　　　を行ったことが認められたて提出書類は無効とする。

　　（６）営業事業者として決定された者は、公募の結果、最適な者として特定しただけ

　　　　であり、委託契約書が締結されるまでは、営業が認められるものではない。

　　（７）その他詳細は募集要項による。

　　（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

　　（２）関連情報を入手するための照会窓口は上記４．（１）に同じとする。

　　（３）提出書類の作成及び提出に要する費用は申請者の負担とする。

　　（４）提出書類は、申請者に無断で本件以外に使用することはない。

　　（５）本公示にて示した参加資格のない者が提出した提出書類、または、虚偽の記載
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